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栃木市長　鈴木俊美

　皆さん、こんにちは。いよいよ夏本番です。
　今回は平成 25 年度の市の主な事業の３
回目です。
第５　健やかに人を育み 学び続けられる
まちづくり
①市民スポーツフェスティバル開催事業
[289 万円 ] 世代間・地域間の交流を深め
るため、市民スポーツフェスティバルを開
催します。
②ウォーキング大会開催事業 [400 万円 ]
大自然や歴史的な街並みなど、市の特徴を
生かしたウォーキング大会を開催します。
第６　いきいきと働き 賑わいのあるまちづくり
①サイクリングロード整備事業 [200 万円 ]
市内全域をつなぐサイクリングロードの整
備計画を策定します。
② 農 地 利 用 集 積 確 保 事 業 [600 万 円 ]　　
新規に利用権設定によって農用地の集積を
行った認定農業者と、貸し手の方に補助金

を交付します。
③産業支援補助事業 [923 万
円 ] 市内の中小企業者に対し
て、次の支援事業を実施しま
す。▽産業財産権取得支援▽新製品等開発
支援▽専門家による経営相談支援▽空き店
舗活用促進支援
④企業立地促進事業 [1 億 1,245 万円 ] 市
内への企業立地を促進するため、立地奨励
金と用地取得奨励金を交付します。
⑤熱気球購入事業 [1,000 万円 ] 観光宣伝
並びに学校教育や各種イベントでの利活用
を目的に、熱気球１機を購入します。
第 7　共に考え共に築き上げるまちづくり
①市イメージキャラクター制定事業 [236
万円 ] 市のイメージキャラクター（ゆる
キャラ）を公募によって制定します。
②市庁舎整備事業 [30 億 738 万円 ] 旧福
田屋百貨店栃木店を新市庁舎に整備し、平
成 26 年２月 10 日に開庁予定です。１階
部分には商業施設が出店します。
　以上が平成 25 年度の主な事業の概要で
す。本年度も積極的なまちづくりを行って
参りますので、ご支援よろしくお願いします。
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監
査
委
員
に

大
出
孝
幸
氏
を
選
任

　

市
議
会
６
月
定
例
会
で
同
意

を
得
て
、
大
出
孝
幸
氏
（
平
井

町
）
が
、
監
査
委
員
に
選
任
さ

れ
ま
し
た
。

大出孝幸氏

　

任
期
は
、
６
月
７
日
か
ら
平

成
26
年
４
月
24
日
ま
で
で
す
。

　

な
お
、
監
査
委
員
は
、
２
人

の
委
員
で
構
成
さ
れ
、
市
の
財

務
に
関
す
る
事
務
等
が
適
切
か

つ
効
率
的
に
行
わ
れ
て
い
る

か
、
監
査
を
行
い
ま
す
。

 

職
員
課 

☎
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‐
２
２
３
１

敬
老
祝
金
の
支
給
に
つ
い
て

　

長
年
、
社
会
に
貢
献
し
て
き

た
高
齢
者
の
長
寿
を
祝
福
し
、

敬
老
祝
金
を
支
給
し
ま
す
。

◆
対
象
者
及
び
支
給
金
額

　

９
月
１
日
現
在
、
市
内
に
引

き
続
き
１
年
以
上
住
所
を
有
す

る
方
で
、
４
月
１
日
か
ら
平
成

26
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
、

次
の
誕
生
日
を
迎
え
る
方

▽
85
歳
（
昭
和
３
年
４
月
１
日

か
ら
昭
和
４
年
３
月
31
日
の

間
）
１
万
円

▽
90
歳
（
大
正
12
年
４
月
１
日

か
ら
大
正
13
年
３
月
31
日
の

間
）
２
万
円

▽
95
歳
（
大
正
７
年
４
月
１
日

か
ら
大
正
８
年
３
月
31
日
の

間
）
３
万
円

▽
１
０
０
歳
（
大
正
２
年
４
月

１
日
か
ら
大
正
３
年
３
月
31
日

の
間
）
10
万
円

▽
１
０
１
歳
以
上
（
大
正
２
年

３
月
31
日
以
前
）
５
万
円

◆
支
給
期
間　

９
月
中
に
直
接

お
渡
し
に
伺
い
ま
す
。
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健
康
福
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☎
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‐０
９
０
４

 

健
康
福
祉
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☎
29
‐１
１
０
３

 

健
康
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☎
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‐０
３
１
０

国
民
健
康
保
険
認
定
証
の
更
新

　

現
在
交
付
し
て
い
る
「
限
度

額
適
用
認
定
証
」「
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
で

す
。
８
月
１
日
以
降
も
利
用
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
８
月
30

日
ま
で
に
申
請
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
新
規
に
利
用
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
随
時
申
請
を
受

け
付
け
し
て
い
ま
す
。

▽
限
度
額
適
用
認
定
証

◆
対
象　

70
歳
未
満
で
国
民
健

康
保
険
税
に
未
納
が
な
い
、
住

民
税
課
税
世
帯

▽
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証

◆
対
象　

①
70
歳
未
満
で
国
民

健
康
保
険
税
に
未
納
が
な
い
、

住
民
税
非
課
税
世
帯
②
70
歳
以

上
の
住
民
税
非
課
税
世
帯

◇
共
通
事
項　

認
定
証
を
病
院

に
提
示
す
る
と
、
同
じ
診
療
月

の
１
医
療
機
関
の
窓
口
で
の
支

払
い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

に
な
り
ま
す
。

◇
手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

②
印
鑑
③
有
効
期
限
の
過
ぎ
た

限
度
額
適
用
認
定
証
、
ま
た
は

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
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生
活
環
境
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‐０
９
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生
活
環
境
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29
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生
活
環
境
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92
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３
０
７

　
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給

者
証
」（
70
歳
以
上
で
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い

な
い
方
に
交
付
）
の
有
効
期
限

は
７
月
31
日
で
す
。
新
し
い
高

齢
受
給
者
証
を
７
月
下
旬
に
送

り
ま
す
。

　

な
お
、
３
割
負
担
の
方
（
課

税
所
得
１
４
５
万
円
以
上
の
方

お
よ
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る

方
）
で
も
、
平
成
24
年
中
の
収

入
に
よ
っ
て
は
１
割
負
担
に
変

更
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
高
齢
者
単
身
の
世
帯　

収
入

合
計
３
８
３
万
円
未
満

②
高
齢
者
複
数
の
世
帯　

収
入

合
計
５
２
０
万
円
未
満

　

該
当
す
る
方
は
、
収
入
額
を

確
認
で
き
る
書
類
、
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
、
国
民
健
康

保
険
高
齢
受
給
者
証
、
印
鑑
を

持
ち
、
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ

い
。
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障害基礎年金について
　病気やケガで障がいが残ったとき、障害基礎年金が支給される場
合があります。
◆概要　障がいの原因となった病気やケガの『初診日が 65 歳未満』
　　　の方が、一定の障がいの状態になったときに支給されます。
　　　ただし、老齢基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の
　　　請求ができない場合があります。
◆年金額（年額）　○１級障がい  983,100 円
　　　　　　　  　○２級障がい  786,500 円

※障害者手帳の等級とは異なります。
◆年金受給要件　初診日のある月の前々月までの被保険者期間のう
　　　　　　　ち保険料の未納が３分の１以上ある場合は、障害基
　　　　　　　礎年金の請求はできません。
◆必ず事前に相談を　相談の際には、初診日と通院歴を調べたうえ、
　　　　　　　　　年金手帳をお持ちください。初診日が厚生年金
　　　　　　　　　期間中又は第３号被保険者期間中の場合の相談
　　　　　　　　　先は、年金事務所になります。

 保険医療課　 ☎ 21 ‐ 2155
 生活環境課　 ☎ 43 ‐ 9216
 生活環境課　 ☎ 62 ‐ 0903
 生活環境課　 ☎ 29 ‐ 1102
 生活環境課　 ☎ 92 ‐ 0307

栃木年金事務所  ☎ 22 ‐ 4134

　

小
山
栃
木
都
市
計
画
事
業
JR

大
平
下
駅
前
土
地
区
画
整
理
事

業
の
事
業
計
画
（
案
）（
第
４

回
変
更
）の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

◆
縦
覧
期
間　

７
月
23
日（
火
）

～
８
月
５
日
（
月
）
＝
土
・
日

曜
日
も
縦
覧
可
。

◆
縦
覧
時
間　

８
時
30
分
～
17

時
15
分

　

こ
の
変
更
内
容
に
つ
い
て
意

見
の
あ
る
利
害
関
係
者
は
、
８

月
19
日
（
月
）
ま
で
に
県
知
事

へ
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

◆
縦
覧
場
所
・
問
合
先

 

都
市
建
設
課
（
大
平
総
合
支

所
別
館
２
階
） ☎
43
‐９
２
１
５

Ｊ
Ｒ
大
平
下
駅
前
土
地
区
画

整
理
事
業
計
画
変
更
（
案
）

の
縦
覧

７
月
１
日
か
ら

ふ
れ
あ
い
バ
ス
停
留
所
の

　
　
　
　

名
称
を
変
更

【
名
称
を
変
更
す
る
停
留
所
】

◎
部
屋
線

（
変
更
前
）
部
10　

天
海
整
形

外
科
南

（
変
更
後
）
部
10　

の
ぞ
み
整

形
外
科
南

◎
藤
岡
線

（
変
更
前
）
藤
28　

ベ
イ
シ
ア

大
平
店
前

（
変
更
後
）
藤
28　

稲
荷
児
童

公
園
前

※
運
行
時
刻
等
の
変
更
は
あ
り

ま
せ
ん
。

 

交
通
防
犯
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☎
21
‐
２
１
７
０


